
平成 3 0 年 7 月 1 3 日

道路局道路交通管理課

JR貨物の山陽線不通に伴うトラック代行輸送を支援

～特殊車両通行許可を迅速化～

国土交通省では、JR貨物の山陽線不通に伴うトラック代行輸送

を支援するため、特殊車両の通行を即日で許可しました。

○ 「平成３０年７月豪雨」に伴う貨物列車運転中止区間においては、７月１２日

（木）よりトラック等による代行輸送が実施されています。

○ 日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）及び公益社団法人全国通運連盟からの

要請も踏まえ、特殊車両の通行許可の申請があった車両（コンテナ用セミトレ

ーラ）について、即日で許可証を交付しました。

○ 引き続き、特殊車両の通行許可の申請に対して、迅速な処理を行ってまい

ります。

【参考】＜現在までの許可状況＞

７月１２日（木） 申請４件（４台）について、全件即日許可証交付

＜代行輸送区間＞

・岡山貨物ターミナル駅～広島貨物ターミナル駅

・広島貨物ターミナル駅～北九州貨物ターミナル駅

・広島貨物ターミナル駅～福岡貨物ターミナル駅

＜問い合わせ先＞

道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下・関谷 （内線 37432・37436）

（代表） ＴＥＬ：03-5253-8111

（道路交通管理課直通） ＴＥＬ：03-5253-8483 FAX：03-5253-1617



＜トラック代行＞

※「タ」とは「貨物ターミナル駅」の略

＜折り返し列車＞

東京タ発　5073列車（発：8:09、着：22:40) ×
　　　　　　　　　 岡山タ発5060列車（発：20:13、着：7:12）

名古屋タ発　1095列車（発：19:52、着：2:59) × 
　　　　　　　　　 岡山タ発1094列車（発：0:18、着：6:43)

仙台タ発4084～5085列車（発：19:55、着：17:51) × 
　　　　　　　　　 岡山タ発1072～4085列車（発：7:13、着：5:06）

＜船舶代行＞※船舶によって個数は変わることがあります。

1052～2070×2081（13日～）
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1074 × 5057　（～12日）
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「平成30年7月豪雨」の影響による山陽線不通に伴う代行輸送 
（不通区間 下松～光、瀬野～八本松、河内～本郷） 



○ 一定の重量・寸法（一般的制限値）を超える車両が道路を通行する場合、
トラック事業者は道路管理者に特車通行許可を受ける必要

○ 道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通
の危険の防止上、必要な条件を付して通行許可

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ
（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）一般的制限値

特車通行許可制度の概要

重量

特車基準下限値

特車許可
基準

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可が必要 寸法小さい 大きい

＜許可必要＞

＜許可不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：国際海上コンテナ車

例：ポールトレーラ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
基準

例：乗用車


